
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
試料水中のクリプトスポリジウムを検出するクリプトスポリジウムの検出方法において、
中空糸膜を用いて試料水中の微生物を分離、濃縮し、メンブレンフィルターを用いてさら
に分離、濃縮するステップと、
前記メンブレンフィルターによって分離、濃縮された前記微生物のうち、クリプトスポリ
ジウムに対してそのオーシスト外殻に損傷を与えるステップと、
クリプトスポリジウムに含まれる核酸と相補的なプローブを用いて蛍光発光 in-situハイ
プリダイゼーションを行うとともに、クリプトスポリジウムに関連する物質に対する抗体
を用いて免疫染色を行って２重染色を行うステップと、
２重染色された前記微生物の微分干渉像及び蛍光発光像を得るステップと、
得られた微分干渉像及び蛍光発光像を解析してクリプトスポリジウムを認識するステップ
と、
を順次実行することを特徴とするクリプトスポリジウムの検出方法。
【請求項２】
試料水中のクリプトスポリジウムを検出するクリプトスポリジウム検出装置において、
中空糸膜を用いて試料水中の微生物を分離、濃縮し、メンブレンフィルターを用いてさら
に分離、濃縮する微生物回収手段と、
前記微生物回収手段によって分離、濃縮された前記微生物のうち、クリプトスポリジウム
に対してそのオーシスト外殻に損傷を与える前処理手段と、
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クリプトスポリジウムに含まれる核酸と相補的なプローブを用いて蛍光発光 in-situハイ
プリダイゼーションを行うと共に、クリプトスポリジウムに関連する物質に対する抗体を
用いて免疫染色を行う染色手段と、
前記染色手段により染色された前記微生物の微分干渉像及び蛍光発光像を得て、これらの
画像を解析してクリプトスポリジウムを認識する検出手段と、
を備えたことを特徴とするクリプトスポリジウムの検出装置。
【請求項３】
前記前処理手段は、熱処理、マイクロウェーブ処理及び電気的な処理の少なくとも１つの
処理を行い、かつ、ホルマリン固定を行うことを特徴とする請求項２に記載のクリプトス
ポリジウムの検出装置。
【請求項４】
前記染色手段は、蛍光標識プローブを用いて蛍光発光 in-situハイブリダイゼーションを
行い、かつ、それとは異なる識別可能な標識物質を用いて免疫染色をすることを特徴とす
る請求項２又は３に記載のクリプトスポリジウムの検出装置。
【請求項５】
前記検出手段は、試料中に２重染色発光が検出され、かつ、蛍光検出位置の微分干渉像が
目的対象微生物形状と認識された場合、オペレータに報知する手段を備えたことを特徴と
する請求項２乃至４のいずれか１項に記載のクリプトスポリジウムの検出装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、試料水中のクリプトスポリジウムを検出するクリプトスポリジウムの検出方法
及びこの方法を実施する装置に関する。
【０００２】
【従来の技術】
現在、耐塩素性病原性微生物の一種であるクリプトスポリジウムの検出に関しては、厚生
労働省（旧厚生省）が策定した試験法により実施されている。これは１０～５０Ｌの試料
水からメンブレンフィルターを用いて微生物を分離、濃縮し、免疫磁気分離法や密度勾配
遠心法により精製、蛍光標識抗体を用いて染色し、顕微鏡によって観察する方法であった
。
【０００３】
【発明が解決しようとする課題】
しかし、上記の試験法は非常に手間が掛かり、各工程の処理に長時間を要し、かつ、各工
程の全てを手作業で行っていたため、試験を行う人の熟練度に応じて検出精度などに対し
て個人差が大きかった。また、検鏡作業においても、その熟練度が大きく影響し、精度が
低いものとなっていた。
【０００４】
本発明は上記従来技術の課題を解決するためになされたもので、高効率かつ大量処理を可
能にすると共に、高精度のクリプトスポリジウムの検出方法及びこの方法を実施する装置
を提供することを目的とする。
【０００５】
【課題を解決するための手段】
請求項１に係る発明は、
試料水中のクリプトスポリジウムを検出するクリプトスポリジウムの検出方法において、
中空糸膜を用いて試料水中の微生物を分離、濃縮し、メンブレンフィルターを用いてさら
に分離、濃縮するステップと、
メンブレンフィルターによって分離、濃縮された微生物のうち、クリプトスポリジウムに
対してそのオーシスト外殻に損傷を与えるステップと、
クリプトスポリジウムに含まれる核酸と相補的なプローブを用いて蛍光発光 in-situハイ
プリダイゼーションを行うとともに、クリプトスポリジウムに関連する物質に対する抗体
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を用いて免疫染色を行って２重染色を行うステップと、
２重染色された微生物の微分干渉像及び蛍光発光像を得るステップと、
得られた微分干渉像及び蛍光発光像を解析してクリプトスポリジウムを認識するステップ
と、
を順次実行することを特徴とするクリプトスポリジウムの検出方法。
【０００６】
請求項２に係る発明は、
試料水中のクリプトスポリジウムを検出するクリプトスポリジウム検出装置において、
中空糸膜を用いて試料水中の微生物を分離、濃縮し、メンブレンフィルターを用いてさら
に分離、濃縮する微生物回収手段と、
微生物回収手段によって分離、濃縮された微生物のうち、クリプトスポリジウムに対して
そのオーシスト外殻に損傷を与える前処理手段と、
クリプトスポリジウムに含まれる核酸と相補的なプローブを用いて蛍光発光 in-situハイ
プリダイゼーションを行うと共に、クリプトスポリジウムに関連する物質に対する抗体を
用いて免疫染色を行う染色手段と、
染色手段により染色された微生物の微分干渉像及び蛍光発光像を得て、これらの画像を解
析してクリプトスポリジウムを認識する検出手段と、
を備えたことを特徴とするクリプトスポリジウムの検出装置。
【０００７】
請求項３に係る発明は、請求項２に記載のクリプトスポリジウムの検出装置において、前
処理手段は、熱処理、マイクロウェーブ処理及び電気的な処理の少なくとも１つの処理を
行い、かつ、ホルマリン固定を行うことを特徴とする。
【０００８】
請求項４に係る発明は、請求項２又は３に記載のクリプトスポリジウムの検出装置におい
て、染色手段は、Ｃｙ３蛍光標識プローブを用いて蛍光発光 in-situハイブリダイゼーシ
ョンを行い、かつ、それとは異なる識別可能な標識物質を用いて免疫染色をすることを特
徴とする。
【０００９】
請求項５に係る発明は、請求項２乃至４のいずれか１項に記載のクリプトスポリジウムの
検出装置において、検出手段は、試料中に２重染色発光が検出され、かつ、蛍光検出位置
の微分干渉像が目的対象微生物形状と認識された場合、オペレータに報知する手段を備え
たことを特徴とする。
【００１０】
【発明の実施の形態】
以下、本発明を図面に示す好適な実施形態に基づいて詳細に説明する。図１は本発明に係
るクリプトスポリジウムの検出方法を実施する装置のうち、クリプトスポリジウム回収部
の第１の実施形態の構成を示す系統図である。このクリプトスポリジウム回収部１０Ａは
前段に孔径が１μｍ以下の中空糸膜分離ユニット１１を備え、後段に孔径が１μｍ以下の
メンブレンフィルターユニット１４を備えている。このうち、中空糸膜分離ユニット１１
に対する試料水の導入経路に試料水導入用バルブＶ１が設けられ、その排水経路に試料水
排出用バルブＶ２及び及び吸引ポンプ１２が設けられている。
【００１１】
また、中空糸膜分離ユニット１１の逆洗水の導入経路に逆洗用ポンプ１３及び逆洗水注入
用バルブＶ３が設けられ、逆洗水の排出経路に逆洗水誘導用バルブＶ４が設けられている
。この逆洗水誘導用バルブＶ４の出側の経路にメンブレンフィルターユニット１４が接続
され、このメンブレンフィルターユニット１４の排水経路に排水用バルブＶ５が設けられ
ている。さらに、メンブレンフィルターユニット１４の誘出液注入経路に誘出液注入用ポ
ンプ１５及び誘出液注入用バルブＶ６が設けられ、このメンブレンフィルターユニット１
４の試料水排出経路に、試料水排出用バルブＶ７を介して、サンプル回収部１６が設けら
れている。
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【００１２】
上記のように構成されたクリプトスポリジウム回収部の動作について以下に説明する。先
ず、逆洗水注入用バルブＶ３及び逆洗水誘導用バルブＶ４を閉じた状態で、試料水導入用
バルブＶ１及び試料水排出用バルブＶ２を開き、吸引ポンプ１２を駆動する。これによっ
て大量の試料水が中空糸膜分離ユニット１１を通過して排水される。このように、前段の
耐塩素性病原性微生物の分離媒体として中空糸膜分離ユニット１１を用いると共に、この
中空糸膜分離ユニット１１を通過する試料水を吸引ポンプ１２で吸引することにより、試
料水の大量処理及び連続処理が可能となり、例えば、試料水の処理量を１００Ｌ以上とす
ることで、回収対象微生物の回収量及び回収確率が向上する。この場合、処理量の上限は
特に設けないが、中空糸膜の処理能力（仕様）により設定する。また、処理速度も中空糸
膜の処理能力（仕様）に準ずるものとする。
【００１３】
次に、試料水導入用バルブＶ１及び試料水排出用バルブＶ２を閉じ、逆洗水注入用バルブ
Ｖ３及び逆洗水誘導用バルブＶ４を開く。そして、メンブレンフィルターユニット１４の
接続経路に設けられた誘出液注入用バルブＶ６及び試料水排出用バルブＶ７を閉じたまま
で排水用バルブＶ５を開く。この状態で逆洗用ポンプ１３を駆動することによって、逆洗
水が中空糸膜分離ユニット１１に供給され、耐塩素性病原性微生物を含む微生物が逆洗水
と共にメンブレンフィルターユニット１４に導かれ、ここで、耐塩素性病原性微生物を含
む微生物が逆洗水から分離され、逆洗水は排水用バルブＶ５を通して排水される。ここで
、中空糸膜の逆洗水は試料水に比べて非常に少ない量であり、かつ、１μｍ以下の不純物
は中空糸膜分離ユニット１１で除去されているため、メンブレンフィルターによる分離工
程では、直接試料水を処理する場合に比べて負荷が非常に小さく抑えられ、膜性能を長く
維持でき、また、膜の交換などの作業も低減される。耐塩素性病原性微生物としては、例
えば、クリプトスポリジウム、ジアルジア、サイクロスポーラ、マイクロスポーラ類など
が挙げられる。
【００１４】
次に、逆洗水誘導用バルブＶ４及び排水用バルブＶ５を閉じ、誘出液注入用バルブＶ６を
開いた状態で誘出液注入用ポンプ１５を駆動して所定量の誘出液をメンブレンフィルター
ユニット１４内に滞留させる。そして、所定の時間の経過後に試料水排出用バルブＶ７を
開く。この後段の処理によって、回収対象のクリプトスポリジウムを含む濃縮試料水がサ
ンプル回収部１６に回収される。ここで、メンブレンフィルターユニット１４の誘出液は
中空糸膜分離ユニット１１の逆洗水に比べて非常に少ない量で済む。
【００１５】
上述したように中空糸膜分離ユニット１１による前段処理と、メンブレンフィルターユニ
ット１４による後段処理とを組み合わせることによって、高効率かつ大量処理が可能なク
リプトスポリジウム回収部を提供することができる。
【００１６】
なお、上記実施形態では、誘出液をメンブレンフィルターユニット１４内に所定時間滞留
させたが、誘出液の注入時に試料水排出用バルブＶ７を開いたままにして誘出液の注入操
作に応じて濃縮試料水を捕集することもできる。また、誘出液をメンブレンフィルターユ
ニット１４内に所定時間滞留させている状態でメンブレンフィルターユニット１４に超音
波を照射したり、電気的な振動を与えたりすることによって、メンブレンフィルターから
耐塩素性病原性微生物をより短時間にて捕集することができる。必要であれば、上記の操
作を複数回繰り返す。
【００１７】
図２はクリプトスポリジウムの検出方法を実施する装置のうち、クリプトスポリジウム検
出部の構成を示すブロック図である。ここに示したクリプトスポリジウム検出部１００は
、主に、クリプトスポリジウムに対してそのオーシスト外殻に損傷を与える前処理部１０
１と、クリプトスポリジウムに含まれる核酸と相補的なプローブを用いて蛍光発光 in-sit
uハイプリダイゼーションを行うとともに、クリプトスポリジウムに関連する物質に対す
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る抗体を用いて免疫染色を行って２重染色を行う反応部１０２と、スライドガラス等に検
体を固定する固定化部１０３と、２重染色された微生物の微分干渉像及び蛍光発光像を得
て、それらの像を解析してクリプトスポリジウムを認識する検出部１０４とで構成されて
いる。
【００１８】
ここで、前処理部１０１は、検体を検出し易い状態にする処理を行うプロセスであり、特
に in-situハイブリダイゼーションに関わるものである。何らかの物理的手法もしくは化
学的手法を用いて、クリプトスポリジウムのオーシスト外殻に損傷を与え、殻内へＤＮＡ
プローブの導入ができる状態にする。
【００１９】
次に、反応部１０２においては、 in-situハイブリダイゼーション１０２ａ及び免疫抗体
反応１０２ｂの２つの処理を実行する。このうち、 in-situハイブリダイゼーション１０
２ａでは、クリプトスポリジウムに含まれる核酸と相補的な塩基配列を有する、蛍光標識
を施したＤＮＡプローブを用いる。核酸配列としては、クリプトスポリジウム内に含まれ
る１８Ｓ  ｒＲＮＡユニバーサルや、クリプトスポリジウムの特異的配列を含むＤＮＡを
利用する。蛍光標識物質に関しては、その種類を問わないが、免疫抗体に標識するものと
は異なるものとする識別が可能なものとする。検体に前処理を行った後、 Hybridization 
buffer中に蛍光標識プローブとともに検体を添加し、一定条件下でハイブリダイゼーショ
ンを行う。例えば、４８℃／１時間の条件を設定する。免疫抗体反応１０２ｂでは、ハイ
ブリダイゼーション用ＤＮＡプローブに標識した蛍光物質と異なる蛍光物質で標識した抗
体を検体に添加して、一定時間静置することにより、免疫反応を起こさせる。蛍光標識物
質に関しては、その種類は問わないが、ＤＮＡプローブに標識するものとは異なる蛍光物
質を用いて標識する。なお、 in-situハイブリダイゼーション１０２ａ及び免疫抗体反応
１０２ｂはどちらを先に行っても良く、場合によっては同時に行っても良い。
【００２０】
次に、固定化部１０３においては、上述したように２重染色されたクリプトスポリジウム
を含む耐塩素性病原性微生物を、固定媒体としてのスライドガラスや、メンブレンフィル
ターに固定する。スライドガラスを用いる場合には、検体を含む溶液を滴下して固定化す
る。
【００２１】
次に、検出部１０４は、蛍光観察及び微分干渉顕微鏡による観察を通しての画像取得１０
４ａと、蛍光画像処理及び形状認識画像処理１０４ｂを実行するものである。
【００２２】
図３は検出部１０４において明視野像及び微分干渉像を取得する場合の装置の構成例であ
る。これは制御手段４１によって点灯制御される励起光源４２、励起フィルタ、ハーフミ
ラー及び蛍光フィルタからなる蛍光フィルタシステム４３、微分干渉フィルタ４４及びこ
れらを切り替えるためのフィルタ切り替え手段４５を固定化プレート３２から撮像手段４
６までの光路上に設ける。適用するフィルタを順次変更するか、あるいは、外すことによ
り、蛍光画像、明視野像、微分干渉像を取得することができる。ここで、取得した画像は
画像記録手段４７に保存され、得られた画像に対して画像解析手段４８が画像処理を施す
ことにより、微生物３１の存在点を抽出する。
【００２３】
この場合、励起フィルタは、例えば、Ｂ励起及びＧ励起フィルターを備え、先ず、一方の
フィルターで検体をスキャンする。次に、もう一方のフィルタで同様に検体をスキャンし
、最後に、微分干渉フィルタにより微分干渉像を取得する。これにより３種の画像を画像
解析手段４８が解析し、２重に蛍光染色され、かつ、形状認識された部分がクリプトスポ
リジウムとして認識され、画像表示手段４９に表示される。
【００２４】
かくして、図１乃至図３を用いて説明した第１の実施形態によれば、高効率かつ大量処理
を可能にすると共に、高精度にてクリプトスポリジウムを検出することができる。

10

20

30

40

50

(5) JP 3934514 B2 2007.6.20



【００２５】
なお、上記の実施形態では、孔径が１μｍ以下の中空糸膜分離ユニット１１を設けたが、
中空糸膜の孔径を２μｍ以下とすることもできる。すなわち、クリプトスポリジウムは一
般に３～５μｍ径であると報告されている。このことから、安全率も考慮に入れて、中空
糸膜の孔径は２μｍ以下が望ましいと考えられる。このように孔径をできるだけ大きなも
のを用いることによって、膜の透過性や長期運転性を確保でき、さらには、対象微生物に
対して微小な不純物を除き、分離成分中の不純物の割合を低減することができる。
【００２６】
図４は本発明に係るクリプトスポリジウムの検出方法を実施する装置のうち、クリプトス
ポリジウム回収部の第２の実施形態の構成を示す系統図である。図中、図１に示す第１の
実施形態と同一の要素には同一の符号を付してその説明を省略する。この実施形態に係る
微生物回収部１０Ｂは、試料水を中空糸膜分離ユニット１１に供給する試料水導入用バル
ブＶ１よりも上流の経路に、試料水導入用バルブＶ０及び殺菌処理ユニット２０を設け、
さらに、試料水導入用バルブＶ０と殺菌処理ユニット２０との間の試料水導入経路に、分
散剤注入用バルブＶ８を介して分散剤導入ユニット２１を接続したものである。
【００２７】
上記のように構成された第２の実施形態の動作について、特に、第１の実施形態と構成を
異にする部分について説明する。試料水中には検出対象とする耐塩素性病原性微生物のみ
ならず、大腸菌などの一般微生物や菌体も存在する。そこで、塩素、オゾン、ＵＶ（紫外
線）のいずれか１つ又は複数を利用した殺菌処理ユニット２０を中空糸膜分離ユニット１
１の前段工程に導入する。これにより、耐塩素性ではない一般の微生物は死滅、溶解し、
分離媒体には捕捉されない。一方、耐塩素性微生物は塩素殺菌処理では死滅しない。また
、オゾンやＵＶ処理などでは、感染能の低下や不活化などを生じるが、芽胞を有する形状
であるため、個体形状の変化はなく、分離媒体を通過することはない。これにより、不純
物の含有率が低下し、分離選択性が向上し、かつ膜性能（寿命も含む）も維持できる。
【００２８】
一方、クリプトスポリジウムは表面電荷を有しており、他の夾雑物と凝集塊を形成して試
料水中に存在している可能性が高い。そこで、分散剤導入ユニット２１を中空糸膜分離ユ
ニット１１の前段工程に導入し、被検水の採水開始と同時に分散剤注入用バルブＶ８を開
き、試料水に注入界面活性剤などの分散剤を添加することにより、不純物とクリプトスポ
リジウムが形成している凝集塊を分散させる。また、分散剤導入ユニット２１の後工程に
、孔径１０μｍ～１００μｍの分離フィルターユニット（図示を省略）を導入し、前記分
散剤効果により分散させた、上記サイズより大きい不純物及び微生物等を除去することも
できる。分離フィルター媒体の種類は問わず、中空糸膜フィルター、メンブレンフィルタ
ー、セラミックフィルター、プランクトンネットなどが挙げられる。なお、工程としては
、分散剤導入ユニット２１及び分離フィルターユニットは殺菌処理ユニット２０の前段に
設置することが望ましい。
【００２９】
かくして、第２の実施形態によれば、耐塩素性ではない一般の微生物を死滅、溶解させ、
また、凝集塊を分散させてクリプトスポリジウムに近似した外形の微生物のみが回収され
るため、第１の実施形態よりも高効率かつ大量処理を可能にすると共に、高精度にてクリ
プトスポリジウムを検出することができる。
【００３０】
ところで、上記の各実施形態において、サンプルの固定媒体としてメンブレンフィルター
を使用することについて説明したが、このメンブランフィルターの材質としては、親水性
ＰＴＦＥが望ましい。この場合には、回収した検体を前処理後、 Hybridization buffer中
に蛍光標識プローブとともに添加し、一定条件下でハイブリダイゼーションを行い、その
まま、蛍光標識抗体を添加し、免疫反応も行う。その後、メンブレンフィルター上に吸引
固定する。この場合、反応は全て均一系にて行われるため、非均一系に比べ反応速度が速
くなるという利点がある。
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【００３１】
また、上記の実施形態で in-situハイブリダイゼーションを行うにあたっては、前処理を
行う必要がある。その一例としては熱処理又はマイクロウェーブ処理又は電気的処理を行
い、かつ、ホルマリン固定を行う。これら各々の処理は、各々単独で行ってもよいし、組
合せて行ってもよい。例えば、１６％ホルマリン溶液中で検体であるクリプトスポリジウ
ムを固定化し、５００Ｗ／２分間マイクロウェーブ処理を行う。
【００３２】
さらにまた、 in-situハイブリダイゼーションに用いる蛍光標識プローブにおいて、Ｇ励
起蛍光発光のＣｙ３で蛍光標識をし、かつそれと異なる標識物質、例えばＢ励起のＦＩＴ
Ｃで免疫抗体を標識する。Ｃｙ３は励起保持時間が長い特徴を持つ。 in-situハイブリダ
イゼーションは、免疫抗体反応に比べてその反応量が少なく、同じ標識を行った場合には
励起光が弱い。また、 in-situハイブリダイゼーションにおいて、Ｃｙ３標識とＦＩＴＣ
標識を比較すると、Ｃｙ３標識の方が退色し難く、長時間明るい蛍光が得られる。
【００３３】
上述した各実施形態の変形例として、採水から染色までの一連の工程に関わる装置を１ユ
ニットとして、このユニットを並列に運転させ、各ユニットに時間的な位相差をつけて運
転させることも可能である。ユニット数及び時間的位相差は適宜に設定する。また、運転
周期はユニットの処理能力や仕様によるものとする。例えば、３ユニットを並列させ、１
周期１２０分のサイクルで中空糸膜による分離工程を４０分として、夫々４０分の位相差
をつけて運転させる。これにより、１２０分毎ではなく、４０分毎のサンプルと、測定結
果を得ることが可能となる。
【００３４】
また、他の変形例として、 in-situハイブリダイゼーションおよび免疫抗体による２重染
色処理を行い、固定化した検体について２種類の励起光で蛍光画像観察および微分干渉画
像観察をした結果、検体中に２重染色発光が検出され、かつ、蛍光検出位置の微分干渉像
が目的対象微生物形状と認識された場合、オペレータに何らかの形で報知することによっ
て、検出に留まらず監視の機能を持たせることができる。
【００３５】
【発明の効果】
以上の説明によって明らかなように、本発明によれば、最初に中空糸膜を用い、続いてメ
ンブレンフィルターを用いてそれぞれ試料水中の微生物を分離、濃縮し、クリプトスポリ
ジウムに含まれる核酸と相補的なプローブを用いて蛍光発光 in-situハイプリダイゼーシ
ョンを行うとともに、クリプトスポリジウムに関連する物質に対する抗体を用いて免疫染
色を行って２重染色し、その微分干渉像及び蛍光発光像を解析してクリプトスポリジウム
を認識するようにしたので、高効率かつ大量処理を可能にすると共に、高精度のクリプト
スポリジウムの検出方法及び検出装置が提供される。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明に係るクリプトスポリジウムの検出方法を実施する装置のうち、クリプト
スポリジウム回収部の第１の実施形態の構成を示す系統図。
【図２】本発明に係るクリプトスポリジウムの検出方法を実施する装置のうち、クリプト
スポリジウム検出部の構成を示すブロック図。
【図３】図２に示す検出部において明視野像及び微分干渉像を取得する場合の装置の構成
例。
【図４】本発明に係るクリプトスポリジウムの検出方法を実施する装置のうち、クリプト
スポリジウム回収部の第２の実施形態の構成を示す系統図。
【符号の説明】
１０Ａ，１０Ｂ　微生物回収部
１１　中空糸膜分離ユニット
１２　吸引ポンプ
１３　逆洗用ポンプ
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１４　メンブレンフィルターユニット
１５　誘出液注入用ポンプ
１６　サンプル回収部
２０　殺菌処理ユニット
２１　分散剤導入ユニット
３１　微生物
３２　固定化プレート
４１　制御手段
４２　励起光源
４３　蛍光フィルタシステム
４４　微分干渉フィルタ
４５　フィルタ切り替え手段
４６　撮像手段
４７　画像記録手段
４８　画像解析手段
４９　画像表示手段
１００　クリプトスポリジウム検出部
１０１　前処理部
１０２　反応部
１０３　固定化部
１０４　検出部
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【 図 ３ 】 【 図 ４ 】

(9) JP 3934514 B2 2007.6.20



フロントページの続き

(51)Int.Cl.                             ＦＩ                                                        
   Ｇ０１Ｎ  33/48     (2006.01)           Ｇ０１Ｎ  33/48    　　　Ｍ          　　　　　
   Ｇ０１Ｎ  33/53     (2006.01)           Ｇ０１Ｎ  33/48    　　　Ｐ          　　　　　
   Ｇ０１Ｎ  33/566    (2006.01)           Ｇ０１Ｎ  33/53    　　　Ｍ          　　　　　
   　　　　                                Ｇ０１Ｎ  33/566   　　　　          　　　　　

(74)代理人  100096921
            弁理士　吉元　弘
(74)代理人  100103263
            弁理士　川崎　康
(72)発明者  松　永　　　是
            東京都小金井市本町４－２０－１５
(72)発明者  竹　山　春　子
            東京都府中市幸町２丁目４０番　Ｃ－１０６
(72)発明者  原　口　　　智
            東京都府中市東芝町１番地　株式会社東芝　府中事業所内
(72)発明者  吉　野　正　人
            東京都府中市東芝町１番地　株式会社東芝　府中事業所内
(72)発明者  居　安　巨太郎
            東京都府中市東芝町１番地　株式会社東芝　府中事業所内
(72)発明者  金　子　政　雄
            東京都府中市東芝町１番地　株式会社東芝　府中事業所内
(72)発明者  藤　沢　　　実
            東京都府中市東芝町１番地　株式会社東芝　府中事業所内

    審査官  山村　祥子

(56)参考文献  特開平１０－３１４５５２（ＪＰ，Ａ）
              特開平１１－０５６３４２（ＪＰ，Ａ）
              特開平１１－０００１９３（ＪＰ，Ａ）
              特開２０００－０４２３０７（ＪＰ，Ａ）
              特表２００３－５０２０７３（ＪＰ，Ａ）
              特表２０００－５１７１７１（ＪＰ，Ａ）
              特開２００２－１０５０９９（ＪＰ，Ａ）
              特開２００２－２０５０６３（ＪＰ，Ａ）
              特開２００１－２５２０９９（ＪＰ，Ａ）
              特開平１１－２４３９５３（ＪＰ，Ａ）
              特表２００１－５１５５９８（ＪＰ，Ａ）
              特表２００３－５０６０２９（ＪＰ，Ａ）
              特開２００４－１０１３６０（ＪＰ，Ａ）

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              G01N 33/48-98
              C12M  1/34
              C12Q  1/68
              C12Q  1/06
              G01N 33/18

(10) JP 3934514 B2 2007.6.20



专利名称(译) 检测隐孢子虫的方法和装置

公开(公告)号 JP3934514B2 公开(公告)日 2007-06-20

申请号 JP2002263318 申请日 2002-09-09

[标]申请(专利权)人(译) 松永 是
竹山晴子
株式会社东芝

申请(专利权)人(译) 松永 是
竹山晴子
东芝公司

当前申请(专利权)人(译) 松永 是
竹山晴子
东芝公司

[标]发明人 松永是
竹山春子
原口智
吉野正人
居安巨太郎
金子政雄
藤沢実

发明人 松 永 是
竹 山 春 子
原 口 智
吉 野 正 人
居 安 巨太郎
金 子 政 雄
藤 沢 実

IPC分类号 G01N33/569 C12M1/34 C12Q1/06 C12Q1/68 G01N33/18 G01N33/48 G01N33/53 G01N33/566

FI分类号 G01N33/569.A C12M1/34.B C12Q1/06 C12Q1/68.A G01N33/18.F G01N33/48.M G01N33/48.P G01N33
/53.M G01N33/566

F-TERM分类号 2G045/AA28 2G045/BA14 2G045/BB04 2G045/BB16 2G045/BB23 2G045/BB24 2G045/CB21 2G045
/DA12 2G045/DA13 2G045/FA16 2G045/FB02 2G045/FB03 2G045/FB12 2G045/JA01 2G045/JA04 
4B029/AA07 4B029/AA23 4B029/BB11 4B029/CC03 4B029/CC08 4B029/FA03 4B063/QA01 4B063
/QA13 4B063/QA18 4B063/QQ08 4B063/QQ42 4B063/QQ52 4B063/QQ79 4B063/QR32 4B063/QR35 
4B063/QR40 4B063/QR48 4B063/QR56 4B063/QR66 4B063/QS33 4B063/QS34 4B063/QS36 4B063
/QS39 4B063/QX01 4B063/QX02

代理人(译) 耀希达凯贤治
弘吉
川崎靖

其他公开文献 JP2004101361A

外部链接 Espacenet

摘要(译)

要解决的问题：提供能够高效处理大量的高精度隐孢子虫检测方法，并提供实施该方法的装置。解决方案：在检测方法中，通过使
用中空纤维膜（11）分离样品水中的微生物，浓缩，通过使用膜过滤器（14）进一步分离，并冷凝。获得的微生物中的隐孢子虫卵

https://share-analytics.zhihuiya.com/view/abc8979d-f907-4bce-af8c-024eb3c5e9b5
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/032263097/publication/JP3934514B2?q=JP3934514B2


囊外壳受损。通过使用与隐孢子虫中包含的核酸互补的探针进行荧光发
射原位杂交，并通过使用与隐孢子虫相关物质的抗体进行免疫染色以进
行双染色，差异干涉图像和获取并分析双染微生物的荧光发射图像以识
别隐孢子虫。Ž


